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文
部
科
学
省
、
農
林
水
産
省
、

○

告
示
第
一
号

国
土
交
通
省
、
環

境

省

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
に
関
す
る
保
護
増
殖
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
本
保
護
増
殖
事
業
計
画
は
、
文
部
科
学
省
、
農
林
水
産
省

、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
及
び
東
京
都
庁
に
備
え
付
け
て
供
覧
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

髙
木

義
明

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

国
土
交
通
大
臣

馬
淵

澄
夫

環
境
大
臣

松
本

龍

オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
に
関
す
る
保
護
増
殖
事
業
計
画

第
一

事
業
の
目
標

本
事
業
は
、
本
種
の
生
息
状
況
等
の
把
握
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継
続
し
つ
つ
、
本
種
の
生
息
を
圧
迫
す
る
要
因

の
軽
減
及
び
除
去
並
び
に
生
息
に
必
要
な
環
境
の
維
持
及
び
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
農
業
等
人
間
活
動
と
の
両
立

、
本
種
の
保
全
の
必
要
性
等
の
普
及
啓
発
、
適
正
な
観
光
利
用
の
推
進
等
に
よ
り
、
本
種
と
人
の
共
生
す
る
社
会
づ

く
り
を
進
め
、
本
種
が
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で
き
る
状
態
に
な
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
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第
二

事
業
の
区
域

東
京
都
小
笠
原
諸
島

第
三

事
業
の
内
容

一

生
息
状
況
等
の
把
握

本
事
業
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
調
査
等
を
実
施
し
、
当
該
調
査
等
の

結
果
、
生
息
状
況
等
に
憂
慮
す
べ
き
変
化
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
原
因
解
明
の
た
め
の
調
査
を
実
施
す
る
等
、

本
種
の
保
全
に
資
す
る
対
策
を
講
ず
る
。

(

一

生
物
学
的
特
性
の
把
握

)

本
種
の
保
全
策
を
適
切
に
講
ず
る
た
め
、
本
種
の
自
然
条
件
下
に
お
け
る
生
活
史
、
食
性
、
個
体
の
移
動
分

散
、
行
動
圏
、
繁
殖
生
態
、
個
体
群
動
態
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
、
生
態
等
生
物
学
的
特
性
の
把
握
に
努

め
る
。

ま
た
、
傷
病
個
体
、
調
査
の
た
め
に
捕
獲
さ
れ
る
個
体
等
に
つ
い
て
、
可
能
な
場
合
に
は
、
病
理
及
び
寄
生

虫
検
査
を
実
施
し
、
伝
染
性
疾
病
の
侵
入
及
び
流
行
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
遺
伝
情
報
を
解
析
す
る
こ
と
に

よ
り
、
小
笠
原
群
島
及
び
火
山
列
島
（
北
硫
黄
島
、
硫
黄
島
及
び
南
硫
黄
島
）
の
個
体
群
間
の
遺
伝
的
交
流
の

有
無
、
各
個
体
群
内
の
遺
伝
的
多
様
性
等
を
明
ら
か
に
す
る
等
、
本
種
の
保
全
の
た
め
の
基
礎
情
報
を
得
る
も

の
と
す
る
。
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(

二

生
息
状
況
の
調
査
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

)

本
種
の
父
島
及
び
母
島
に
お
け
る
生
息
個
体
数
、
生
息
域
等
の
生
息
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
重
要
な
生
息

地
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
動
向
に
つ
い
て
定
期
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
。

な
お
、
小
笠
原
群
島
内
の
父
島
及
び
母
島
以
外
の
島
し
ょ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
本
種
の
生
息
は
確
認
さ

れ
て
い
な
い
が
、
食
痕
等
に
よ
る
利
用
状
況
等
の
調
査
の
実
施
及
び
目
撃
等
の
情
報
収
集
に
努
め
る
。
火
山
列

島
に
お
い
て
は
、
生
息
状
況
の
調
査
等
に
よ
り
、
個
体
群
の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
。

(

三

生
息
環
境
の
調
査
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

)

生
息
地
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
植
生
、
地
形
、
気
象
等
の
生
息
環
境
の
調
査
を
行
い
、
本
種
の
生
息
に
必

要
な
条
件
の
解
明
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
変
化
に
つ
い
て
定
期
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
。

(

四

個
体
群
の
維
持
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
の
把
握

)

(

(

個
体
群
を
維
持
す
る
観
点
に
も
留
意
し
、
一
か
ら
三
ま
で
の
調
査
等
の
結
果
を
分
析
し
、
個
体
群
の
維
持
に

)

)

影
響
を
及
ぼ
す
要
因
に
つ
い
て
把
握
す
る
。

二

生
息
地
に
お
け
る
生
息
環
境
の
維
持
及
び
改
善

本
種
が
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
す
る
た
め
に
は
、
集
団
ね
ぐ
ら
、
採
餌
地
等
、
本
種
の
生
息
に
不
可
欠
な

場
を
良
好
な
状
態
に
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
一
の
調
査
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
を
十
分
に
踏
ま
え
た

上
で
対
応
策
を
検
討
し
、
本
種
の
生
息
に
適
し
た
環
境
の
維
持
及
び
改
善
の
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
取
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組
を
行
う
。

な
お
、
本
種
の
生
息
地
に
お
け
る
土
地
利
用
、
開
発
等
の
実
施
に
際
し
て
は
、
本
種
の
生
息
に
必
要
な
環
境
条

件
を
確
保
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。

(

一

在
来
の
森
林
植
生
の
再
生
等
に
よ
る
餌
資
源
の
確
保

)

本
種
の
本
来
の
餌
資
源
と
な
る
タ
コ
ノ
キ
、
コ
ブ
ガ
シ
等
の
在
来
植
物
が
、
ア
カ
ギ
等
の
外
来
植
物
の
侵
入

に
よ
り
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
現
在
で
は
餌
資
源
を
農
作
物
に
大
き
く
依
存
し
、
本
種
に
よ
る
農
作
物

被
害
が
発
生
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
来
植
物
駆
除
等
を
通
じ
た
在
来
植
生
の
再
生
に
よ
り
、
本

種
の
本
来
の
餌
資
源
の
確
保
に
努
め
る
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
在
来
植
物
の
植
栽
を
検
討
す
る
。

さ
ら
に
、
農
作
物
被
害
防
除
の
推
進
や
外
来
植
物
駆
除
等
に
よ
る
環
境
変
化
に
よ
っ
て
餌
不
足
を
生
じ
さ
せ

な
い
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
餌
場
の
設
置
等
を
検
討
す
る
。

(

二

集
団
ね
ぐ
ら
の
保
全

)

本
種
は
、
冬
季
に
集
団
ね
ぐ
ら
を
形
成
す
る
こ
と
か
ら
、
集
団
ね
ぐ
ら
及
び
そ
の
周
辺
の
環
境
保
全
に
努
め

る
。

(

三

外
来
動
物
に
よ
る
影
響
の
軽
減

)

捕
食
、
餌
資
源
の
競
合
等
、
イ
エ
ネ
コ
由
来
の
野
生
化
し
た
ネ
コ
（
以
下
「
ノ
ネ
コ
」
と
い
う
。
）
、
ネ
ズ
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ミ
類
そ
の
他
の
外
来
動
物
が
本
種
の
生
息
に
及
ぼ
す
影
響
を
把
握
し
、
防
除
方
法
の
検
討
及
び
防
除
の
実
施
を

行
う
。
特
に
ノ
ネ
コ
に
つ
い
て
は
、
集
団
ね
ぐ
ら
及
び
そ
の
周
辺
へ
の
侵
入
状
況
を
把
握
す
る
。

(

四

重
要
な
生
息
地
の
巡
視
等

)

本
種
の
餌
資
源
と
な
る
樹
種
が
豊
富
に
存
在
す
る
森
林
、
集
団
ね
ぐ
ら
及
び
そ
の
周
辺
等
重
要
な
生
息
地
に

つ
い
て
、
本
種
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
巡
視
及
び
看
板
の
整
備
を
行
う
。

三

農
業
等
人
間
活
動
と
の
両
立

現
在
、
本
種
に
よ
る
農
作
物
被
害
（
家
庭
菜
園
等
で
栽
培
さ
れ
る
作
物
の
被
害
を
含
む
。
）
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
、
そ
の
一
方
で
農
作
物
被
害
防
除
の
た
め
の
防
鳥
ネ
ッ
ト
等
の
網
に
本
種
が
絡
ま
る
事
故
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
、
さ
ら
に
は
人
の
立
入
り
に
よ
る
生
息
地
の
攪
乱
が
懸
念
さ
れ
る
等
、
本
種
の
生
息
は
人
間
活
動
と
密
接
に

関
係
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
農
作
物
被
害
状
況
の
把
握
に
努
め
、
安
全
か
つ
効
率
的
な
被
害
防
除
方
法
の
研
究
開
発
を
行
い
、

そ
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
事
故
の
早
期
発
見
体
制
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
網
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
事
故

が
生
じ
な
い
構
造
と
す
る
等
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。

さ
ら
に
、
観
察
、
写
真
撮
影
等
を
目
的
と
し
た
重
要
な
生
息
地
へ
の
立
入
り
等
、
観
光
利
用
の
実
態
把
握
に
努

め
、
持
続
的
な
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
た
め
の
利
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
適
正
な
観
光
利
用

の
推
進
に
努
め
る
。

四

傷
病
個
体
の
救
護
等
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防
鳥
ネ
ッ
ト
等
の
網
に
絡
ま
る
事
故
等
に
よ
る
本
種
の
傷
病
個
体
の
発
生
時
に
お
け
る
救
護
、
収
容
体
制
等
を

関
係
者
間
で
構
築
す
る
。

ま
た
、
本
種
の
保
全
に
資
す
る
よ
う
、
野
生
復
帰
が
可
能
と
判
断
さ
れ
た
保
護
個
体
に
つ
い
て
は
野
外
へ
帰
す

も
の
と
し
、
野
生
復
帰
が
困
難
と
判
断
さ
れ
た
保
護
個
体
に
つ
い
て
は
生
物
学
的
特
性
の
把
握
、
飼
育
技
術
の
確

立
、
普
及
啓
発
等
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
死
亡
個
体
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
死
亡
要
因
の
究
明
を
行
い
、
個

体
の
保
管
体
制
及
び
活
用
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五

普
及
啓
発
の
推
進

本
事
業
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
本
種
と
人
間
活
動
と
の
軋
轢
が
生
じ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み

、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
各
種
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
、
関
係
地
域
の
住
民
、
観
光
客
を
始
め
と
す
る
国
民
等

の
関
係
者
の
理
解
及
び
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
者
に
対
し
、
本
種
の
保
全
の
必
要
性
、
生
息
状

況
等
の
調
査
結
果
等
本
事
業
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
普
及
啓
発
及
び
情
報
発
信
を
進
め
、
本
種
の
保
全
に
対
す

る
配
慮
及
び
協
力
を
働
き
か
け
、
関
係
地
域
の
自
主
的
な
保
全
活
動
の
展
開
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
。

ま
た
、
本
種
の
研
究
、
調
査
等
を
推
進
し
適
切
な
保
全
を
図
る
た
め
、
専
門
家
の
育
成
に
努
め
る
。

六

効
果
的
な
事
業
の
推
進
の
た
め
の
連
携
の
確
保

本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
本
種
の
生
態
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す

る
者
、
本
種
の
保
全
活
動
に
参
画
す
る
保
護
活
動
団
体
、
関
係
地
域
の
住
民
等
の
関
係
者
間
の
連
携
を
図
り
、
効



- 7 -

果
的
に
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。


